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川崎市多摩川緑地バーベキュー広場 指定管理業務仕様書 

１ 施設の目的 

河川敷におけるバーベキューなどのレジャーは非常に人気が高く、年々利用要望が多くなっている。施設を

適正に管理することでごみや騒音などのバーベキュー利用に起因する迷惑行為の低減を図るとともに、市費負

担の軽減を図ることを目的とする。 

２ 施設の概要 

（１）基本的事項 

名  称  多摩川緑地バーベキュー広場 

位  置  川崎市高津区瀬田地内 

敷地面積  約４ヘクタール（管理施設面積：約34,000㎡、ごみ置き場他：約6,000㎡） 

設  備  ネット（誘導柵） 

管理小屋 １棟 （構造：ユニットハウス、L約4.0m×W約2.0m×H約2.5m） 

開 設 日  平成２３年４月 

概 略 図  別図１のとおり 

（２）条例上の供用期間、供用時間及び休場日 

市が条例で定める供用期間、供用時間及び休場日は次の表のとおりである。 

供用期間 供用時間 休場日 

４月１日から９月３０日まで 午前９時から午後６時まで １２月２９日から翌年の１月

４日までの日 １０月１日から翌年の３月３１日まで 午前９時から午後４時まで 

市長は必要に応じ、上記供用期間、供用時間及び休場日を変更することができる。指定管理者は必要に応

じ、あらかじめ市長の承認を得て、供用期間、供用時間及び休場日を変更することができるが、管理施設の

設置目的や近隣住民への影響へ配慮すること。また、供用時間以降の使用は認めない。ただし、イベントの

実施等臨時で行うものについては、提案内容によっては可能とする。なお、新型コロナウイルス等の感染症

拡大防止の観点から、バーベキュー広場利用者と近隣住民との接触回避を目的とした施設利用時間の短縮等、

指定管理者からの提案があった場合には市と協議した上で実施することとする。 

また、本施設は多摩川河川敷に設置された施設であることから、河川の増水等の自然災害や、その他市長

が必要と認める場合は使用できないことがある。 

（３）減免規定 

指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。な

お、利用料金の減免に伴う利用料金収入の減収については、市からの補填等の措置は行わない。 

３ 指定管理者が行う業務 

指定管理者は、川崎市都市公園条例（以下、「条例」という。）第１８条の４に基づき、次の業務を行う。 

（１）利用の禁止又は制限に関する業務 

指定管理者は、条例第５条第２項の規定に基づき、指定管理者が管理を行う施設又はその一部の区間の一

部又は全部の利用を禁止し、又は制限するときは、あらかじめ市長の承認を得ること。 

（２）利用の承認に関する業務 

ア 指定管理者は、条例第７条第２項の規定に基づき、指定管理者が別に定めるところにより指定管理者

が管理を行う有料施設を利用しようとする者の申請に対し、承認を行うものとする。 

イ 指定管理者は、条例第７条第３項の規定に基づき、承認を行うに当たっては、管理のため必要な範囲
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内で条件を付することができる。 

（３）利用料金の収受に関する業務 

ア 指定管理者は、条例第８条の２の規定に基づき、利用承認を行った者から利用に係る料金（以下、「利

用料金」という。）を収受する。 

イ 利用料金は、前払いとすること。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限り

でない。 

（４）利用料金の返還に関する業務 

指定管理者は、条例第２０条第２項及び規則第１５条第２項の規定に基づき、あらかじめ市長が定める次

の基準に従い、既に支払われた利用料金の全部又は一部を返還することができる。 

ア 天候その他不可抗力により、利用することができないとき。 

イ 公益上の必要又は市若しくは指定管理者の都合により、利用を停止し、又は承認（条例第７条第２項

の承認に限る。以下同じ。）を取り消したとき。 

ウ 承認を受けた者が、利用予定日の３日前までに承認の取消しを申し出たとき。 

エ その他市長が返還するのを適当と認めるとき。 

（５）利用料金の減免に関する業務 

指定管理者は、条例第２１条第２項及び規則第１６条の規定に基づき、あらかじめ市長が定める次の基準

に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。 

ア 減額 

（ア）公益の増進するものと認めるとき。 

（イ）その他市長が減額するのを適当と認めるとき。 

イ 免除 

（ア）市長が特に必要と認めるとき。 

（６）監督処分に関する業務 

ア 指定管理者は、条例第２２条第３項の規定に基づき、条例第７条第２項の承認を受けたものであって

次のいずれかに該当するものに対し、当該承認を取り消し、その効力を停止し、又はその条件を変更す

ることができる。 

（ア）条例又は条例の規定に基づく処分に違反している者 

（イ）条例第７条第２項の承認に付した条件に違反している者 

（ウ）偽りその他不正な手段により、条例第７条第２項の承認を受けた者 

イ 指定管理者は、条例第２２条第４項の規定に基づき、次のいずれかに該当する場合においては、条例

第７条第２項の承認を受けた者に対し、上記アに規定する処分をすることができる。 

（ア）都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合 

（イ）都市公園の保全又は利用に著しい支障が生じた場合 

（ウ）都市公園の管理上以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合 

（７）施設の運営に関する業務 

ア 利用の案内及び受付業務 

施設利用の案内（利用ルールやマナー等についての説明を含む。）及び受付を行うこと。なお、利用

者及び見学者等への応接、苦情要望、問合せへの対応等を含む。特に利用者自身の安全や近隣への迷惑

行為につながる禁止行為（音響機器の持ち込み、花火、多摩川への入水、直火でのバーベキュー）につ
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いての説明は徹底して行うこと。 

受付には必要な人員を配置し、すべての利用者・来場者に明るく、適切かつ確実、丁寧な対応を行う

こと。受付の係員は統一の服装とし（上着のみ統一も可）、名札を着用すること。 

受付方法については、新型コロナウイルス等の感染症拡大防止の観点を踏まえ、利用日前日までの事

前予約制とし、利用者情報の把握及び利用者との連絡体制確保を行うなど適切に対応すること。 

当日の利用者数などは日報に記載し、月毎に報告すること。 

また、施設利用者以外の河川敷利用者（釣り、散歩、環境学習、河川の調査研究など）からは料金を

徴収しないことを原則とし、適切、確実、丁寧に対応すること。 

現地以外での利用者等からの問合せ、苦情要望等に対応するため、必ずしも現地に設置する必要はな

いが、電話やファックス、メール等外部連絡手段を確保すること。 

イ 利用料金の徴収、管理、利用証明書の交付 

受付時には利用料金を徴収するとともに、料金を徴収したことを識別できるよう、予め作成した利用

証明書の交付を行うこと。利用証明書の形式や記載項目については、市と協議の上決定するものとする。

ウ 安全体制の確保 

施設の安全を確保するため、施設周辺の多摩川の水位状況を常時確認するとともに、施設周辺及び流

域の降雨状況、施設より上流の多摩川の水位情報を確認する体制を整えること。事故防止及び緊急時に

必要な用具を常備し、適宜点検を行うこと。 

利用者等の急な病気・けが等に対応できるよう、簡易な医薬品・資器材の用意、ＡＥＤ（自動体外式

除細動器）等の設置を行うこと。ＡＥＤについては救命措置のために必要な場合は、施設の開場時間内

及び開場時間外に貸出し、使用ができるものとする。 

また、新型コロナウイルス等の感染症拡大防止の観点を踏まえ、利用者及びスタッフの検温・消毒や、

利用グループごとのソーシャルディスタンス確保、施設利用者との連絡体制確保など感染防止対策を徹

底すること。 

エ 施設内巡視 

事故を未然に防ぐため施設内の巡視を行い、施設の状況把握、利用者の安全確保、利用マナーの指導

等を行う。特に、近隣住民への迷惑となる音響機器持ち込みや花火による騒音、野火のおそれのある直

火でのバーベキュー、水難事故へと繋がる酩酊状態での多摩川への入水などには十分注意すること。 

オ 備品等の貸出業務 

施設の利用に際し、利用者の希望に応じてバーベキューに必要な備品（コンロ、焼き網、テーブル等）

の貸出を行い、利用後は返却させること。使用する備品は、指定管理者が用意するものとする。貸出に

当たっては、あらかじめ市長の承認を得て、貸出料金やプラン等を定め、利用者からこれを徴収するこ

とができる。なお、実施に当たり、保管倉庫等を設置する場合は、市と協議の上で河川法に基づく許可

が必要となる。 

カ 広報・宣伝 

施設及び事業に関する広報を行うこととする。広報媒体として、インターネットホームページ、施設

案内リーフレット、各種情報を掲載したチラシ等を作成・配布することや、市の広報や民間情報誌等へ

の記事の掲載、ＳＮＳを活用した情報発信を必要に応じて行うこと。市から要請があった場合は、市政

だより等、市からの配布物の掲出を行うこと。 

また、常に最新の情報を提供できるようにすること。 

（ア）施設のホームページを開設する場合の対応

ａ ホームページを作成する場合は、次の要綱及びガイドラインに準拠すること。

（ａ）川崎市インターネットホームページ運営要綱

（ｂ）川崎市インターネットホームページ作成ガイドライン

ｂ ホームページにバナー広告を掲載する場合は、次の要領及びガイドラインに準拠すること。
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（ａ）川崎市ホームページ広告取扱要領

（ｂ）川崎市ホームページバナー広告表現ガイドライン

（イ）広報印刷物等に広告を掲載する場合の対応

広報印刷物等に広告を掲載する場合は、次の要綱及び基準に準拠すること。

ａ 川崎市広告掲載要綱

ｂ 川崎市広告掲載基準

（８）施設等の維持管理に関する業務 

ア 管理小屋、ネットの管理及び修繕 

指定管理者は、管理小屋、ネット（誘導柵）の維持管理について修繕が必要な場合、簡易（１件あた

り１０万円未満、消費税含む。）の修繕については指定管理者が修繕費を負担して修繕を行うこと。簡

易な修繕の範囲を超える場合は、市と別途協議すること。また、指定管理者は利用者が施設を安全かつ

安心して利用できるよう、施設の予防保全に努めることとし、施設等の不具合を発見した際には、速や

かに市に報告すること。 

なお、指定管理者は、あらかじめ次年度以降に必要となる施設の長期保全更新計画を作成し、市に提

出すること。 

イ 草刈 

指定管理者は、必要に応じて施設内の草刈を実施し、快適な利用に努めること。 

ウ 場内清掃 

施設開場前と閉場後及び必要に応じて、場内の清掃（ごみ拾い）を行うこと。 

エ ごみの収集、運搬、処理 

利用者が出したごみは所定の集積所に集積し、原則として一般廃棄物は土・日・祝日すべてと平日に

１回以上、産業廃棄物（ビン、カン、ペットボトル、雑金属、ブルーシートなど）は少なくとも週１回

以上河川敷外へ運搬、処分すること。また近隣への不法投棄を防止するため、管理施設外への持ち出し

をさせないようにすること。 

なお、運搬と処分の頻度については、市と協議の上で変更することができる。また、ごみの分別につ

いては、条例等の改正に伴い、変更することがある。 

オ 受付の設置 

受付を行うための場所（小屋・テント等）、受付に必要な長机、椅子等を設置すること。備品を管理

する管理小屋については市で用意しているが、これを受付場所と兼ねることもできるものとする。 

カ トイレの設置、清掃、トイレットペーパー等の補充 

トイレは、駐車場横にある１０基の水洗トイレを使用することもできるが、利用が多い時期は非常に

混雑するため、３月、１０月は１０基程度、４月～９月は２０基程度、仮設トイレ（簡易水洗タイプ）

を増設し、近隣での排泄行為が起きないように努めること。 

トイレの設置数及び和式、洋式、男性用の別は利用状況により判断するものとする。なお、設置には

国土交通省への届出が必要となるが、申請は市が行う。 

仮設トイレの清掃は、毎日行うことを基本とするが、利用状況に応じて市と相談の上決定する。また、

トイレットペーパーや消臭剤の補充も適宜行うこと。 

なお、水洗トイレの清掃は市が実施するが、必要に応じてトイレットペーパーの補充を行うこと。 

キ 洗い場の管理 

指定管理者は、３箇所ある洗い場の清掃を行うこと。 

ク 備品の管理 

（ア）施設における業務や利用に支障をきたさないよう、備え付けの備品の維持管理を行うこと。

（イ）備品の管理に際しては、善良なる管理者の注意をもって管理すること。

（ウ）次の区分により備品の帰属を明確にした管理を行うこと。
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ａ 市から管理委託する備品

別紙備品一覧のとおり

ｂ 指定管理経費により購入又は調達した備品

ｃ 指定管理者の費用と責任において、任意により購入又は調達した備品

（エ）市から管理委託する備品、その他、必要とされる備品の購入又は調達、不具合の生じた備品の更

新、修繕等の維持管理に係る費用については、原則として指定管理者の負担とする。

（オ）備品の管理にあたっては、川崎市物品会計規則に準じて管理台帳を作成し、適正に行うこと。な

お、廃棄する場合も同様とする。

（カ）消耗品であっても、比較的長期間にわたって、その品質又は形状を変えることなく、使用、保存

に耐えるものについては、その帰属が分かるよう帳票を貼付する等、備品に準じた管理を行うこと。

（９）施設周辺等警備に関する業務 

指定管理者は、別図２に示すバーベキュー利用等禁止区域において、バーベキューや花火、たき火、音響

機器（スピーカーやアンプ等）の使用等の禁止行為（以下、「禁止行為等」という。）を未然に防止すると

ともに、利用時間外のバーベキュー利用を防止するための警備を実施すること。なお、服装は規定しないが、

統一のものとし、施設運営係員との区別がつくものとすること。 

ア 施設開場時間内警備（施設周辺警備） 

施設開場時間内は、主に施設外の定期的な巡視を行い、施設外での禁止行為等を発見した場合は直ち

にその者に対し指導を行う。 

イ 施設開場時間外警備（施設周辺警備及び施設内警備） 

施設開場時間外は、上記アの施設周辺及び二子新地駅周辺の警備に加え、施設を利用しようとする者

に対して利用できない旨の指導を行うこと。なお、施設開場時間外とは、利用時間外と施設の閉場日を

指すが、閑散期の警備実施時間については市と協議の上決定するものとする。 

（10）環境向上に関する業務 

指定管理者は、施設及びその周辺の環境向上に向けて、以下の取組を行う。 

ア 利用者のマナー向上に関する取組 

施設内における事故やトラブルにつながる行為を発見・注意すること。また、明らかな犯罪行為、ル

ール違反については、退場、又は警察の協力を要請し、施設内の秩序の維持に努める。 

イ ごみ減量についての取組 

受付時にごみ袋を配布することで、ごみの分別回収に努め、場外へのごみ持ち出しを防止するよう努

める。また、リサイクル品の活用等を積極的に行い、ごみ減量に努める。 

ウ 施設美化に関する取組 

施設の美化を徹底するため、開場前及び閉場後に係員全員で施設のごみ拾い清掃を行う。 

（11）地域還元等に関する業務

指定管理者は、地域への利益還元や地元への貢献について、以下の取組を行う。 

ア 地域還元に関する取組 

指定管理者は、事業によって得た利益の中から地域還元に係る取組を行う。取組の内容は、地域イベ

ントへの協力、河川敷の利用環境向上に資する施設の寄贈、多摩川で活動する市民団体の支援、施設外

迷惑行為の低減等が考えられるが、地域で必要とされる取組を把握した上で実施すること。また、利益

の多寡に応じて取組に振り向ける金額を勘案すること。 

イ 地元貢献に関する取組 

地元商店街及び地域自治会と積極的に情報交換を行い、連携等を行うこと。施設管理に係る備品や自
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主事業で使用する物品等は地元業者からの購入に努めること。また、地元の雇用創出のため、人員の新

規採用に際しては、近隣地域からの雇用にも努めること。 

（12）多摩川の増水等による緊急時の対応に関する業務 

施設は多摩川河川敷の低水路内にあることから、集中豪雨や台風等により河川の水位が上昇した場合、施

設が水没することがある。事故を未然に防ぐため、水位上昇の恐れがある場合には施設を閉場するとともに、

施設内に設置した施設は河川敷外へと迅速に撤去すること。その場合の閉鎖の判断は、指定管理者で行うこ

とができるものとするが、市から指示があった場合にはそれに従うこと。また、安全に利用できる状況であ

っても、区域が一時的に減少している場合は入場制限を実施するなどの対応を行う。 

ア 河川増水への対応 

（ア）設備の撤去 

仮設トイレ、受付（小屋・テント等）、管理小屋、備品等を河川敷外へ撤去する。撤去に必要なトラ

ックやユニック車等を用意すること。 

（イ）利用者への案内 

施設利用者（利用しようとする者を含む。）に対し、水位上昇の恐れがあることや、施設を閉場する

場合にはその旨を適切に案内すること。 

（ウ）利用者の避難誘導 

施設利用者（利用しようとする者を含む。）を河川敷外へ避難するよう案内、誘導すること。 

イ その他の緊急時の対応 

地震の発生などにより、堤防や河川敷内の工作物が破損した場合は、直ちに市へ通報すること。また、

災害時等において、市が緊急に市民の生命・身体・財産を保護するために、施設を使用する必要のある

時は、市の指示により管理を行うものとする。 

（13）提案事業と自主事業 

ア 提案事業 

指定管理者は、予め市に業務内容を提案し、市が施設設置目的内と判断した上で、事業計画書に記載し

ている事業については、提案事業として実施することができる。なお、提案事業は、利用料金収入によっ

て行われ、指定管理業務の範疇である。 

以下、参考として提案事業として考えられるものを例示する。 

（ア）利用者層に応じたサービス 

例 特別エリアの設置（あらかじめバーベキュー用品が準備されている広い区画で、余裕をもって

バーベキューを楽しむためのエリア） 

（イ）閑散期（１１月～３月）の有効活用 

例 イベントの開催等（利用者のマナー向上や環境改善、多摩川河川敷の賑わい創出につながるイ

ベントの開催やバーベキュー利用以外の新たな施設活用機会を創出など） 

   イ 自主事業 

提案事業に該当しない事業においても、施設本来の設置目的を損なわないと判断した事業、及び公共の

福祉に反しない範囲での目的外使用許可による事業について、指定管理者は自主事業として実施すること

ができる。なお、自主事業は、指定管理者が費用等を全て指定管理業務とは別の独立した会計により、負

担して実施するものである。料金を徴収する場合は自己の収入とすることができる。料金設定は、本施設

が公の施設であることを踏まえ、市と協議の上、指定管理者が決定するものとする。 

（14） その他施設の管理運営のために必要な業務 

ア 地域及び利用者意見の把握に関すること 
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電話やメール等の様々な媒体を使用して、積極的に地域及び利用者の意見収集を行う。出された意見

は、問題の大小を問わず、市に報告し、情報共有を図る。また、苦情等の回答は、状況の確認及び調査

を行った上で、統括責任者又は副責任者が行う。 

イ 関係機関等との連絡調整に関すること 

川崎市をはじめ、河川管理者である国土交通省や所轄警察などの関係機関との連絡を適切にとり、施

設運営の向上に努めること。 

ウ 各種統計等資料作成及び調査の回答に関すること 

施設運営に関する各種統計資料等の作成や、市から依頼された調査の回答には積極的に協力すること。 

エ 事故処理等 

事故等が発生した場合には、直ちに消防や警察等へ連絡を行うとともに、本市へ連絡を行うこと。ま

た、事故処理については、関係機関の指示に従うとともに、その原因、状況及びこれに対する処置を市

に報告すること。事故発生に伴う対外的な発表・広報・対応については、市と協議しながら行うものと

する。 

オ 各種報告等 

地域及び利用者からの意見についてはとりまとめを行い、月毎に本市へ報告を行うものとする。報告

事項は次のとおりとする。 

（ア）地域及び利用者からの意見・苦情・要望

（イ）苦情等への回答

カ 帳簿書類等の提出

指定管理者は、市からの要請により、指定管理業務に関する帳簿書類等を提出するものとする。

キ 各種資料の作成

指定管理者は、市からの要請により、指定管理業務に関する各種資料の作成を行うこととする。

ク 市が実施する業務への協力

指定管理者は、必要な範囲において、市が実施する業務に協力することとする。

監査等の実施についても従うこととする。

ケ 業務に関わる研修・会議等への参加

指定管理者は、市からの要請により、必要に応じて研修・会議等へ出席するものとする。また、その

費用については、指定管理者が負担するものとする。

コ 文書等の管理・保存

指定管理者が指定管理業務に伴い作成し、又は受領する文書等（電子媒体を含む。）は、適正に管理・

保存することとする。なお、指定管理期間終了時においての文書等の帰属については、市と協議するも

のとする。

サ その他前各号に付随する業務

その他、前各号に付随する業務を行うこととする。

４ その他 

（１）市内中小企業への優先発注 

物品の調達、あらかじめ市が認めた場合の個別業務の再委託等をする場合には、市内業者の育成及び市内

経済の活性化を図るため、市内（特に高津区）中小企業への優先発注に努めるものとする。 

（２）指定管理者名等の表示 

指定管理業務を行う際は、指定管理者により管理・運営されている施設であることを利用者に示すため、

施設内や案内パンフレット等に指定管理者名等を表示すること。 

（表示例） 
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川崎市が設置した多摩川緑地バーベキュー広場は、指定管理者である○○○○○株式会社が管理運営を

行っています。 

連絡先 指定管理者 ○○○○○株式会社 電話番号 ○○○-○○○○ 

（３）モニタリング及び評価 

実施計画書に基づく業務遂行にあたり、本仕様書に定められた業務を確実に履行していることを指定管理

者自らが確認するため、セルフモニタリングを実施すること。同時に、別途、市がモニタリング及び評価を

実施する。 

【指定管理者が行うモニタリング】 

ア 業務記録の作成 

業務の履行状況や事業の実施状況を記録すること。記録は日々適切に更新を行い、求められたときに提出

できるよう適切に保管すること。なお、個人情報の取扱いについては、川崎市個人情報保護条例の規定によ

る。業務記録の確認は毎月実施する。 

業務記録には次の状況を記載すること。 

（ア）事業、業務の履行状況 

a 基本的事項（開場時間、閉場時間、休場日、受付体制、警備体制） 

b 利用料金徴収状況（徴収・減免・還付・前受金等の管理） 

c 施設等の利用状況（利用者数、設備・備品利用状況等） 

d 事業の実施状況（イベントの開催状況、参加者実績等） 

e その他（緊急時対応、保険加入、苦情・事故対応、訓練・研修実施状況、個人情報管理等） 

（イ）施設の維持管理状況 

a 保守管理業務の実施状況（点検、修理等の記録） 

b 清掃業務の実施状況 

c 草刈の実施状況 

d 環境衛生管理業務の実施状況 

イ モニタリングシートによる確認 

市と指定管理者との協議により作成したモニタリングシート等を用いて、定期的に履行状況や達成度

合いを確認する。 

ウ アンケート等による地域及び利用者の意見の収集 

業務の質とサービスの向上を図ることを目的に、地域及び利用者等へのアンケート調査を実施する等、

提供するサービスの評価を収集・分析し、定期的な自己評価を実施する。これにより得られた結果につ

いて、年度ごとに事業報告書に記載し、次年度の業務に反映させるものとする。実施時期や項目、報告

については、市と協議の上定めるものとする。 

エ 分析・自己評価・改善 

指定管理者は、セルフモニタリングの結果、未履行又は目標未達だった項目については、その原因の

分析と自己評価を行い、速やかに改善に取り組むこととする。また、分析の結果と改善対応については、

記録を作成し、市へ報告すること。 

オ 報告書の提出 

指定管理者は、モニタリングシート及びセルフモニタリングによる分析結果や改善措置状況の記録を、

定期的に市へ提出すること。なお、提出書類や頻度、提出期限については市と協議の上定めるものとす

る。 

事業報告書に記載するべき事項 

（ア）業務の実施状況 

（イ）施設等の利用状況 
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（ウ）業務に要した経費等の収支状況 

（エ）利用料金収入の実績 

（オ）利用者からの意見等の把握結果及び対応状況 

（カ）業務の実施結果に対する自己評価 

（キ）個人情報の保護状況 

（ク）その他必要と認めるもの 

カ セルフモニタリングの留意点 

（ア）記録の整備と保管を徹底すること。 

（イ）利用者の視点に基づくサービス改善の意識を常に持つようにすること 

（ウ）問題発生時の市への報告・連絡・相談体制を整備すること 

（エ）個人情報の管理に十分注意すること。 

【市が行うモニタリング及び評価】 

ア 市によるモニタリングの実施 

仕様書に定める業務が確実に履行されているか確認するために、指定管理者に報告書等の提出を求め

て内容をチェックするとともに、施設の維持管理状況やサービスの質など報告書等では確認できない事

項については、実地調査やスタッフへのヒアリング等により確認する。 

イ 市による評価の実施 

市は、提出された事業報告書を基に、事業計画書に基づく指定管理業務が適正に実施されているかを

評価し、その結果を公表する。 

【業務の基準を満たしていない場合の措置】 

評価の結果、指定管理者の管理や事業計画に示された業務などにおいて、基準を満たしていないと判断

した場合、市は改善指導を行う。 

改善指導をしたにもかかわらず、不具合が解消されない又は改善の見込みがない場合には、業務の一部

又は全部の停止や指定取消等の措置を講ずることがある。 

【実績評価の反映】 

指定管理業務の各年度における評価結果を次期選定時の評価に反映する。すでに実施した年度の評価結

果の「評価ランク」ごとに定める「実績反映」（＋10％～－10％）を元に算定する数値を、選定時に「実

績評価点」として加減点する。 

（４）業務の引継ぎと指定管理開始に係る準備 

ア 指定管理者は、指定期間の始期から円滑に事業が実施できるよう、指定管理者が自らの責任と費用負

担において、指定後速やかに事業運営の準備を開始すること。 

イ 事業運営の準備に関する期間、日程及びその方法等については、指定管理者と市が協議して定める。 

ウ 指定期間終了に伴う業務引継ぎについては、指定期間終了前に文書及び実務担当者による現場説明を

十分行うとともに、資料作成、説明等必要な経費は指定管理者の負担とする。 

エ 指定の取消により次期指定管理者等に業務を引継ぐ場合についても、円滑な引継ぎを実施するととも

に、費用が発生した場合は全て指定管理者の負担とする。 

（５）業務の継続が困難になった場合等の措置 

指定管理者は、業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合は、速やかに市に報告しなけ

ればならない。 

その場合の措置については、次のとおりとする。 

ア 指定管理者の責めに帰すべき事由による場合 

指定管理者の責めに帰すべき事由により、業務継続が困難になった場合又はそのおそれが生じた場合
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には、市は指定管理者に改善勧告等の指示を行い、期間を定めて改善策の提出及び実施を求めることが

できる。この場合において、指定管理者がその期間内に改善することができなかった場合等には、市は

指定管理者の指定の取消し又は業務の全部又は一部の停止を命じることができる。 

イ 指定が取り消された場合等の賠償 

上記アにより指定管理者の指定が取り消され、又は業務の全部若しくは一部が停止された場合、指定

管理者は、本市に生じた損害を賠償しなければならない。 

ウ 不可抗力による場合 

不可抗力その他市又は指定管理者の責めに帰することができない事由により、業務の継続が困難とな

った場合、市と指定管理者は、業務継続の可否等について協議を行い、継続が困難と判断した場合は、

市は指定管理者の取消し又は業務の全部若しくは一部の停止を命じることができるものとする。 

エ 業務継続の義務 

ア及びイの場合においては、利用者へのサービスの提供の継続を必要とするときは、市の監督の下で、

業務を継続する義務がある。 

これが困難な場合においては、市が別の事業者を指名して事業を実施する。この場合の経費について

は、指定管理者の負担とする。 

（６）市税等に関する留意事項

指定管理者制度により市の施設を運営する場合であっても、会社等の法人にかかる市民税、事業者が行う

事業にかかる事業所税等について、課税の対象となる場合があるため、国税については税務署、県税につい

ては県税事務所、市税については川崎市財政局税務部市民税管理課の指導に従うこと。

（７） 関係法令の遵守

業務にあたっては、次の関連する法令等を遵守すること。

ア 都市公園法、都市公園法施行令、都市公園法施行規則

イ 河川法、河川法施行令、河川法施行規則

ウ 地方自治法、地方自治法施行令ほか行政関連法規

エ 労働基準法、労働安全衛生法ほか労働関係法規

オ 川崎市都市公園条例、川崎市都市公園条例施行規則

カ 川崎市個人情報保護条例

キ 川崎市情報公開条例

ク 公園及び公園施設に関して市が定める要綱・要領等

ケ その他関係法令

５ 要求水準 

（１）運営人員体制

項 目 内 容 水 準 備 考

総括 多摩川緑地バーベキュー広場指定
管理に関わる業務の総括を行う

・施設長を１名指定する ・施設管理運営責任者との兼務も
可
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施設管理運営 利用案内（利用ルールやマナーに
ついての説明、並びに消毒・検温、
連絡体制確保など新型コロナウイ
ルス等の感染症対策業務を含
む。）、受付、利用料金収受、利用
券等交付、利用証明書等交付、仮
設トイレの給水、汚水タンク容量
確認、閉鎖時間呼びかけ、利用者
の退出管理、利用者及び見学者等
への応接、問合せ等への対応など
※感染症対策業務については、社
会状況に見合った適切な対応をと
ることとする。

・適切な管理運営業務が実施でき
る人数・人材を配置する
・施設管理運営責任者を１名指定
する
・利用料金、利用券や利用証明書
等の管理を適切に行う
・トイレの給水や汚水タンクの容
量確認を行い、快適な利用環境の
整備に努める
・来場者へは明るく、確実、適切
かつ丁寧な対応を心がける
・苦情等の処理経過の記録及び結
果を市に報告する
・検温・消毒をはじめとした、新
型コロナウイルス等の感染症対策
を徹底して行う。
※社会状況に見合った適切な対応
をとることとする。

・ゴールデンウィークやシルバー
ウィークなど、連休は多数の人出
が予想されるので、増員等の対応
が必要になる場合がある。
・職員体制（組織図、配置人員、
勤務体制等）を事業計画書及び報
告書として提出すること。
・危機管理及び安全管理に対応す
る体制図を事業計画書及び報告書
として提出すること。
・営業時間内に、必ず雑踏警備２
級以上資格者を１名以上配置する
こと。
・閑散期（11月～３月）について
は事前に川崎市と指定管理者で協
議し、体制を決定するものとする。

施設内巡視 施設における事故を未然に防ぐた
めの巡視、施設内及び管理棟の清
掃、ゴミ分別の呼びかけ、閉場後
の場内点検及び清掃、場内の不良
行為に対する注意、指導

・適切な施設内巡視業務実施でき
る人数・人材を配置する（３名程
度）
・来場者へは明るく、確実、適切
かつ丁寧な対応を心がける
・苦情等の処理経過の記録及び結
果を市に報告する

施設周辺警備
（昼間）

施設周辺で、禁止行為※を行おうと
する者に対する注意、指示

・２名以上配置する
・確実、適切かつ丁寧な対応を心
がける

・昼間とは、施設利用時間内を指
す

施設周辺警備
（夜間）

利用時間外に施設内に入場しよう
とする者や、施設周辺で禁止行為※

を行おうとする者に対する注意、
指示

・２名以上配置する
・確実、適切かつ丁寧な対応を心
がける

・夜間とは、施設利用時間外を指
す
・閑散期の警備実施時間は市と調
整する

※ 禁止行為：火気の使用、音響機器（アンプやスピーカー等）の使用、花火、その他近隣に迷惑となる行為。

（２）施設管理体制

項 目 内 容 水 準 備 考

施設内清掃 施設内の清掃（ごみ拾い） １回以上／日
開場日は毎日実施すること

ネット確認 施設内のネットの確認（破損を確
認した場合は補修）

１回以上／日
開場日は毎日実施すること

ごみの収集、
運搬、処理

バーベキュー利用に伴い発生した
ごみの処理

[一般廃棄物]土日祝日全て、及び平
日週１回以上
[産業廃棄物]週１回以上

４月から10月まで

トイレの管理 日常点検 随時 簡易水洗トイレの場合、水の補充
も行う

トイレ清掃 指定管理者が設置した仮設トイレ
の清掃

週７回以上 ４月から10月まで

トイレットペ
ーパーの補充

指定管理者が設置した仮設トイレ
のトイレットペーパーの補充

随時 必要に応じて、市が設置した水洗
トイレのトイレットペーパー補充
も行う

トイレ用消臭
剤の補充

指定管理者が設置した仮設トイレ
の消臭剤補充

随時

洗い場の管理 日常点検 随時

洗い場の清掃 市が設置した洗い場の清掃 １回以上／日
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開場日は毎日実施すること

小屋の管理 日常点検、清掃 随時

管理施設内草
刈

施設内の草刈 随時

（注）閑散期（１１月～３月）は、（２）の施設管理体制について事前に川崎市と指定管理者で協議し、月ごと

の管理体制を定めるものとする。
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様式 コンプライアンス（法令順守）に関する報告書 

令和  年  月  日 

川崎市長 様

多摩川緑地バーベキュー広場共同事業体 

                             代表者       

コンプライアンス（法令順守）に関する報告書

コンプライアンス（法令順守）について、多摩川緑地バーベキュー広場の基本協定書第５７条に基づき、次の

とおり報告いたします。

対象施設名

報 告 内 容
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備品一覧

品   名 規     格 数量 備   考

卓上型ベーシックアンプ６０Ｗ ユニペック ＢＥ－６０ １台 管理施設

卓上型マイク ユニペック ＭＤ－３２ １個 管理施設

トランペットスピーカー３０Ｗ ユニペック ＣＴ－５１０Ｂ ２個 管理施設

太陽光モジュール
京セラ ２００Ｗ 

 ＫＪ２００Ｐ型 
４枚 管理施設

充放電コントローラー
福島電気 ＳＯＬＤＩＯ 

ＳＰＣ－００５ 
１台 管理施設

ＤＣ－ＡＣインバータ 未来社 １０００Ｗ １台 管理施設

ディープサイクルバッテリー
ＡＣデルコ Ｍ３１Ｐ 

１１５Ａｈ 
４台 管理施設

コントローラー・インバータ

・バッテリー用架台

L40㎝×W100㎝×H117㎝ 

キャスター付 
１台 管理施設

別紙






